
議   第  １７２  号   

令和 ７ 年 ９ 月 １ 日提出   

 

   熊本市介護保険条例の一部改正について 

 

 熊本市介護保険条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

熊本市介護保険条例（平成１２年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 

 第９条中「は、」の次に「公示事項（同条第２項に規定する公示事項をいう。以下こ

の条において同じ。）を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号）第１条の８

第１項に規定する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置

をとるとともに、公示事項が記載された書面を」を加え、「掲示して行う」を「掲示し、

又は公示事項を市の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をす

ることができる状態に置く措置をとることによってする」に改める。 

 

   附 則 

１ この条例は、公布の日又は地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１

号）附則第１条第１２号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 

２ この条例による改正後の熊本市介護保険条例第９条の規定は、この条例の施行の

日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従

前の例による。 

 

 （提出理由） 

地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）の施行に伴い、所要の

改正を行う必要がある。 
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これが、この条例案を提出する理由である。 
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